
秦
漢
時
代
の
謁
戎
と
諸
民
に
つ
い
て

渡

部

武

は

め

に

「
謎
」
の

語
義

秦
漢
の
諸
民
の
事
例

議
民
の
身
分
に
つ
い
て

む

す

び
じ

- 39ー

t主

じ

め

kこ

秦
漢
時
代
に
主
に
遺
境
防
備
と
開
拓
の
目
的
を
も
っ
て
強
制
的
に
こ
れ
に
充
て
ら
れ
た
一
群
の
人
々
に
「
諸
民
」
「
七
科
誼
」
が
あ
る
。
諸

民
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
か
は
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
天
漢
四
年
〈
前
九
七
〉
の
僚
の
「
七
科
諮
」
の
語
に
注
し
た
曹
貌

の
張
曇
の
言
に
よ
っ
て
、

吏
有
罪

一
、

有
市
籍
七
、
凡
七
科
也
。

と
、
七
者
が
具
鰻
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
内
詩
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
従
来
諸
家
の
解
懇
で
は
、
諸
民
を
賎
民
と
す
る
か
良
民
と
す

①
 

る
か
、
あ
る
い
は
罪
人
視
す
る
か
そ
う
で
な
い
か
で
意
見
が
別
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
清
の
周
書
昌
な
ど
は
、

亡
命
(
玉
先
謙
の

『
漢
書
補
注
』
本
で
は
命
は
人
に
作
る
〉

二、

費
増
三
、
買
人
四
、

故
有
市
籍
五
、

父
母
有
市
籍
六
、
大
父
母

547 
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漢
制
、
凡
従
軍
不
在
七
科
調
内
者
、
謂
之
良
家
子
(
『
模
書
』
谷
五
四
李
賢
利
仰
の
良
家
子
の
補
注
)
。

と
、
七
科
調
を
良
家
子
を
説
明
す
る
の
に
用
い
て
お
り
、

た
と
え
こ
れ
で
良
家
子
を
解
緯
し
え
た
に
し
て
も
、
良
家
の
概
念
が
名
家

・
盛
族

・

冠
族
に
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
今
日
、

七
科
調
の
範
暗
に
入
ら
な
い

こ
と
が
良
家
子
た
る
必
要
候
件
で
あ
っ
て
も
、
十
分
篠
件

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
雨
者
の
聞
の
祉
曾
的
地
位
の
聞
き
が
大
き
す
ぎ
て
そ
う
一
概
に
は
首
肯
で
き
な
旬
。

ま
た
誼
民
の
記
事
は
後
述
す
る
よ
う
に
始
皇
帝
時
代
と
武
帝
時
代
に
集
中
し
て
見
ら
れ
、
そ
れ
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
嘗
時

の
特
殊
な
祉
禽
事
情
と
不
即
不
離
の
関
係
で
彼
ら
が
徴
設
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
際
、
誼
民
を
良
賎
の
ど
ち
ら
に
位
置
づ
け

③
 

る
に
し
て
も
、
唐
代
の
よ
う
な
明
確
な
良
賎
制
の
区
別
が
秦
漢
時
代
嘗
時
の
人
々
の
念
頭
に
あ
っ
た
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
と
も
あ
れ

誼
民
・
七
科
斑
は
、
秦
漢
時
代
の
身
分
制
を
考
え
る
上
で
般
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
だ
け
に
、
以
下
史
料
に
み
ら

れ
る
記
事
を
整
理
し

そ
の
性
格
や
祉
曾
史
的
意
義
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
。

「諮
」

の

語

義

- 40ー

甜
民
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
文
帝
に
移
民
守
迭
の
こ
と
で
上
疏
し
た
撞
銘
の
言
に
、

臣
聞
奏
時
北
攻
胡
務
、
築
塞
河
上
、
南
攻
楊
号
、
置
成
卒
荒
:
:
秦
之
氏
卒
不
能
其
水
土
、
成
者
死
子
進
、
職
者
伯
子
道
、
奏
民
見
行
、

如
往
葉
市
、
因
以
施
設
之
、

名
目
前
氏、

先
設
吏
有
論
及
賛
婿

・
買
人、

後
以
嘗
有
市
籍
者
、
又
後
以
大
父
母

・
父
母
嘗
有
市
籍
者
、
復

入
問
、
取
其
左
(
『
漢
書
』
倉
田
九
電
鈴
侍
〉
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
北
迭
の
胡
務
(
伺
奴
)
と
南
方
の
楊
専
(
越
族
)
の
地
に
領
土
を
横
大
し
よ
う
と
し
た
秦
は
、
投
入
し
た
成
卒
が
そ
の

土
地
の
気
候
や
風
土
に
合
わ
ず
次
々
に
死
ん
で
ゆ
き
、
績
い
て
成
卒
に
徴
設
さ
れ
て
溢
境
に
む
か
う
秦
民
は
ま
る
で
刑
場
に
赴
く
よ
う
な
の

で
、
代
わ
っ

て
諸
民
(
請
は
諮
に
同
じ
〉

を
充
嘗
し
、
繭
成
と
栴
し
て
、
吏
有
諭
以
下
問
左
の
人
々
を
順
次
設
す
る
よ
う
に
な
っ
た
旨
を
述
べ

て

い
る
。
胡
絡
と
楊
専
の
地
の
開
護
は
始
皇
帝
時
代
に
本
格
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
誼
民
を
設
し
て
の
誼
成
は
始
皇
帝
時
代
に
開
始
さ
れ
た
こ



と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
後
述
の
個
々
の
誼
成
の
記
事
か
ら
も
立
謹
で
き
る
。

は
、
比
較
的
近
い
過
去
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
と
、
題
錯
が
文
帝
の
命
令
で
済
南
の
伏
生
の
も
と
で
『
向
書
』
を
皐
び
に
出
向
い
た
時
の
職
名
が

彼
は
有
職
故
貫
に
明
る
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
こ
の
上
疏
中
の
誼
民
由
来
の
記
事
の
信
懇
性
に
つ
い
て

掌
故
と
あ
る
か
ら
(
『
史
記
』
各
=
二
儒
林
侍
伏
生
)
、

か
な
り
信
頼
を
置
い
て
も
よ
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
題
錯
の
上
疏
と
張
長
の
言
う
七
科
謡
の
説
明
は
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
く
つ
か
の
黙
で
相
違
が
見

ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
電
錯
の
上
疏
に
間
左
の
こ
と
が
拳
げ
ら
れ
て
亡
命
を
依
い
て
い
る
こ
と
。
第
二
は
、
竜
錯
の
上
疏
に
よ
れ
ば
諸
成
さ

れ
る
誼
民
は
決
し
て
同
列
に
並
ぶ
の
で
は
な
く
、
先
設
、
後
績
と
四
段
階
の
順
序
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三
は
、
有
市
籍
者
に
闘
し

て
、
張
目
安
注
は
「
故
有
市
籍
五
」
と
五
番
目
の
み
「
故
」
が
付
い
て
い
て
、
以
下
の
父
母
、
大
父
母
の
場
合
は
、
市
籍
を
現
有
し
て
い
る
表
記

を
し
て
い
る
が
、
電
錯
の
上
疏
で
は
、
父
母
の
場
合
も
大
父
母
の
場
合
も
す
べ
て
「
嘗
」
の
字
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は

@
 

張
長
の
注
の
「
故
」
は
六
、
七
の
父
母
・
大
父
母
に
ま
で
係
っ
て
讃
む
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
一
の
間
左
・
亡
命
、
第
三
の
有
市
籍
者
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
誼
民
の
祉
曾
的
位
置
づ
け
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
、
第
二
の

徴
設
す
る
際
の
順
次
で
あ
る
。
こ
の
順
次
は
巌
密
に
守
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
題
錯
は
秦
の
失
致
を
こ
の
諸
民
徴
設
の
順
次
を

⑤
 

誤
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
推
察
で
き
る
。
し
て
み
る
と
最
錯
の
列
奉
す
る
誼
民
は
決
し
て
封
等
並
列
で
扱
え
る
も

- 41ー

の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
聞
に
は
こ
の
列
奉
の
順
序
で
社
曾
的
地
位
の
高
下
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
誼
民
は
通
常
の
編
戸
の
民
よ
り
も

低
い
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
通
常
の
編
戸
の
民
よ
り
も
祉
曾
的
地
位
が
低
い
か
ら
と
い
っ
て
、
誼
民
す
べ
て
を
罪
人
と

也す
」る

と考
いえ
う方
解に
韓は
が反
あ封
り@で
、あ

る

た
し
か
に
『
説
文
』
に
は
そ
の
築
文
と
い
わ
れ
る
摘
の
文
字
を
載
せ
て
「
謡
、
罰

『
漢
書
』

に
注
し
た
顔
師
古
も
誼

(
諦
あ
る
い
は
適
に
も
作
る
)
を
、

「誼
」
と
い
う
文
字
は
、

549 

遁
、
誼
日
誼
、
誼
有
罪
者
(
『
漢
書
』
谷
九
五
南
専
王
趨
位
停
の
遁
の
注
)
。

遁
、
誼
日
誼
、
謂
罪
罰
而
行
也
(
問
答
三
一
陳
勝
項
籍
停
の
遁
成
之
衆
の
注
)。
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遁
、
讃
回
調
、
言
以
罪
誼
而
行
者
(
岡
谷
六
一
李
賢
利
捕
悼
の
以
泊
過
行
者
の
注
)
。

一
様
に
「
誼
」
を
「
罪
」
と
同
じ
と
解
四
押
し
て
い
る
。
字
義
で
は
そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
が
、

般
に
及
ぼ
し
た
場
合
、
個
々
の
諸
民
を
犯
罪
人
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か。

と

は
た
し
て
顔
師
古
の
解
揮
を
七
科
調
会
一

た
と
え
晶
錯
の
言
う
「
吏
有
摘
」
は
、

そ
の
解
理
が
あ
て
は
ま
っ
て
も
、
賢
靖
以
下
は
罪
人
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
誼
に
は
罪
を
意
味
す
る
外
に
次
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持

つ
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
『
左
博
』
の
例
で
あ
る
が
、
桓
公
十
八
年
の
僚
の
桓
公
が
そ
の
夫
人
美
氏
と
宵
へ
む
か
つ
た
際
、
腎
侯
が
菱
氏
に
通
じ
た
の
を
桓
公

が
「
誠
之
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
杜
預
の
注
に
よ
れ
ば
「
請
、
謹
也
」
と
し
、
請
を
詰
責
の
意
に
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
成
公
十
七

年
に
も
、
「
因
子
前
我
(
杜
預
注
一誠、

認
責
也
〉
」
と
あ
り
、
ま
た
『
列
子
』
力
命
篇
に
、

眠
挺

・
謹
譲

・
勇
敢
・
怯
疑
、
四
人
相
興
瀞
於
世
、
斉
如
志
、
窮
年
不
相
誼
設
。

要
素
な
り
経
歴
を
持
つ
者
と
い
う
の
で
こ
の
呼
稿
が
慣
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
誼
の
語
が
漢
代
に
お
い
て
は
ほ
と
ん

- 42ー

と
あ
り
、

そ
の
注
に
「
翻
謂
責
其
遁
也
」
(唐
の
股
敬
順
の

『醐伸文』

の
文
〉
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
調
民
は
何
ら
か
の
貼
で
詰
責
を
受
け
る
べ
き

ど
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
誠
氏
の
用
例
で
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
、

調
民
が
罪
人
と
単
純
に
換
言
で
き
な
い
嘗
時
の
法
制
的
意
味
合

い
を
持
つ
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

秦
漢
の
誼
民
の
事
例

ら、

誼
成
の
は
じ
ま
り
、

そ
れ
で
は
秦
漢
時
代
の
誠
氏
の
事
例
を

目
的
等
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
史
記
』

『
漢
書
』

か
ら
集
め

こ
れ
を
も
と
に
冠
錯
と
張
長
が
列
翠
し
た
諸
民
と
比
較
し
な
が

誼
民
の
記
事
が
初
め
て
現
れ
て
く
る
の
は
、

『
史
記
』
始
皇
本
紀
の
三
十
三
年
(
前
一一

一
四
)
の
僚
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

渡
諸
嘗
漣
亡
人

・
賞
靖

・
買
人
、
略
取
陸
梁
地
、
震
桂
林

・
象
郡
・
南
海
、
以
適
遁
成
。



と
、
嘗
遁
亡
人
・
費
培
・
買
人
を
護
し
て
南
方
の
地
域
を
略
取
し
誼
成
し
た
と
記
し
て
い
る
。

陸
梁
の
地
を
略
取
し
た
よ
う
に
と
れ
る
が
、
賓
は
そ
う
で
な
く
彼
ら
は
後
績
部
隊
と
し
て
、
迭
り
込
ま
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。

一
見
す
る
と
こ
れ
ら
の
三
者
が
先
兵
と
な
っ
て

『
史
記
』
南
越
停

こ
ま
、

秦
時
己
弁
天
下
、
略
定
揚
越
、
置
桂
林
・
南
海
・
象
郡
、
以
諦
徒
民
、
輿
越
雑
慮
十
三
歳
。

と
あ
り
、
秦
が
新
た
に
拓
い
た
郡
勝
の
維
持
に
諸
民
が
充
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
諸
民
が
南
方
に
迭
り
込
ま
れ
た
事
由
を
よ
く
説
明
し
て

い
る
の
に
准
南
王
劉
安
の
言
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

越
人
逃
入
深
山
林
叢
、
不
可
得
攻
、
留
軍
屯
守
空
地
、
瞭
日
持
久
、

士
卒
労
倦
、
越
廼
出
撃
之
、

秦
兵
大
破
、

遁
瑳
遁
成
以
備
之
(
『
漢

書
』
容
六
四
般
助
停
〉
。

と
あ
り
、
誼
民
は
土
卒
に
代
わ
る
べ
き
者
と
し
て
徴
設
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

諸
民
が
土
卒
に
代
わ
る
べ
き
た
め
に
浅
郡
に
迭
り
込
ま
れ
る
理
由
は
、
ひ
と
え
に
法
成
の
期
間
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
秦
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
全
民
丁
は
一
定
期
間
の
遜
成
義
務
が
あ
り
、
丞
相
の
子
弟
と
い
え
ど
も
こ
の
義
務
を
菟
れ
る
こ
と
は
で

- 43-

き
な
か
っ
た
(
た
だ
し
代
人
を
立
て
る
こ
と
も
あ
り
え
た
)
。

こ
と
に
漢
代
の
民
丁
の
浩
氏
義
務
期
間
は
、

晶
錯
の
文
帝
に
封
し
て
行
っ
た
上
疏
中

陛
下
幸
優
謹
境
、
遣
終
吏
護
卒
以
治
塞
、
甚
大
恵
也
、
然
令
遠
方
之
卒
守
袋
、

作
、
且
以
備
之
(
『
漢
霊
園
』
容
四
九
電
錯
侍
〉
。

一
歳
而
更
、
不
知
胡
人
之
能
、

不
如
選
常
居
者
、
家
室
田

①
 

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
通
常
一
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
義
務
期
間

一
年
で
次
々
と
成
卒
が
更
替
さ
れ
た
の
で
は
前
線
守
備
に

支
障
を
き
た
し
た
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
始
皇
帝
時
代
に
誼
成
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
遺
境
に
新
設
さ
れ
た
郡
鯨
堅
持
と
い
う
祉
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舎
的
背
景
に
即
躍
し
た
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
始
皇
本
紀
三
十
三
年
の
僚
で
師
事
げ
ら
れ
て
い
る
誼
民
で

一
つ
問
題
に
な
る
の
は
「
嘗
遁
亡
人
」
の
扱
い
方
で
あ
る
。

同
じ

『
史
記
』
六
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園
年
表
で
は、

遣
諸
遁
亡
及
買
人

・
費
増
、
略
取
陸
梁
、
第
桂
林

・
南
海
・
象
郡
、
以
遁
成
。

と
「
遁
亡
」
に
作
っ
て
い
る
。
嘗
通
亡
と
遁
亡
と
で
は
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
前
者
は
本
貫
を
離
れ
た
が
後
に
地
着
し
た
者
、

後
者
は
亡
命
者

と
何
ん
ら
嬰
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
亡
命
は
確
か
に
張
長
の
列
察
す
る
七
科
諸
に
入
っ
て
い
る
が
、
最
錯
は
こ
れ
に
言
及
は
し
て
い
な
い
。
量

錯
が
誼
民
の
中
で
亡
命
者
を
見
落
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
秦
代
に
お
い

て
は
亡
命
者
は
誼
民
に
入
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
こ

こ
で
は
始
皇
本
紀
の

「
嘗
遁
亡
人
」
を
重
ん
ず
べ
き
で
、
六
園
年
表
の
述
亡
は

「
嘗
」
の
一
字
が
落
ち
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
亡
命
に
つ
い
て

は
有
市
籍
者
の
こ
と
で
後
に
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

奏
の
誼
成
の
第
二
の
記
事
は
、
同
じ
く
始
皇
本
紀
の
三
十
三
年
の
僚
に
、

西
北
斥
逐
旬
奴
、
自
検
中
並
河
以
東
、
扇
之
陰
山、

以
潟
三
十
四
瞬
、
城
河
上
震
墓
、
又
使
蒙
侶
渡
河
、
取
高
闘

・
陶
山
・
北
偲
中
、
築
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亭
障
以
逐
戎
人
、
徒
摘
、
貫
之
初
腕
。

と
あ
る
。
検
中
と
陰
山
は

『史
記
集
解
』
に
引
く
菅
の
徐
債
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
河
西
の
全
域
と
黄
河
留一
曲
部
の
五
原
で
あ
り
、

検
中

域

一
帯
に
三
十
四
の
豚
(
『史
記
』
伺
奴
停
は
四
十
四
燃
に
作
る
)
を
置
き
、

か
ら
陰
山
と
は
、
今
日
の
寧
夏
目
族
自
治
匡
か
ら
内
蒙
古
自
治
匿
の
陰
山
山
服
南
麓
に
ま
で
及
ぶ
地
域
で
あ
る
。
秦
は
黄
河
に
沿
っ
た
こ
の
地

亭
障
を
築
造
し
て
旬
奴
に
備
え
た
の
で
あ
る
。

甜
民
は

こ
こ
で
も
新

設
し
た
牒
の
維
持
の
重
要
な
役
割
を
荷
っ
て
お
り
、

そ
の
主
た
る
役
目
は
農
業
開
拓
と
進
成
で
あ
っ
た
ろ
う
。
松
田
蕎
男
氏
も
、
右
の
記
事
を

彼
ら
を
統
率
し
た
の
は

「開
田
官
」

で
あ
っ
た
と
し
て
い

牧
地
を
農
耕
的
に
開
設
す
る
た
め
に

従
事
さ
せ
ら
れ
た
強
制
移
民
圏
と
断
定
し、

③
 

る
。

斥
塞
卒
六
十
高
人
が
投
入
さ
れ
て

成
田
し
た
こ
と
が

開
田
官
の
こ
と
は
秦
代
に
見
ら
れ
な
い
が
、
前
漢
の
武
帝
が
封
旬
奴
戦
で
積
極
策
に
輯
じ
た
時
、

『
漢
書
』
食
貨
志
下
に
見
え
て
い
る
。

上
郡
・
朔
方
・
西
河
・
河
西
の
開
田
官
と

ま
た
こ
の
開
田
官
は
単
に
田
宮
と
も
稿
さ
れ
、

『漢
書
』
旬
奴
俸
の
方
で
は
、



漢
度
河
、
自
朔
方
以
西
至
令
居
、
往
往
通
渠
置
田
官
、
吏
卒
五
六
寓
人
、
精
霊
食
、
地
接
旬
奴
以
北
。

と
記
し
て
い
る
。
朔
方
か
ら
令
居
ま
で
の
地
帯
は
秦
の
開
護
前
線
と
も
重
な
り
、
武
帝
時
代
の
場
合
は
再
開
設
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記

事
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
漣
境
防
備
の
援
黙
が
水
利
濯
概
網
を
整
備
し
、
田
官
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
た
計
劃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

@
 

る
。
お
そ
ら
く
秦
の
諮
成
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蒙
悟
が
黄
河
の
萄
曲
部
を
北
渡
し
た
翌
年
(
前
二一一一一
年
)
も
諭
成
が
寅
施
さ
れ
た
。
こ
れ
が
泰
代
の
第
三
一
の
誼
成
の
記
事
で
あ
る
。
始
皇
本

沼
い
こ
、

f
t
 

遁
治
獄
吏
不
直
者
、
築
長
城
及
南
越
地
。

と
、
治
獄
吏
不
直
者
を
誼
成
し
て
長
城
修
築
と
南
越
地
方
の
開
拓
に
充
て
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
は
六
園
年
表
に
、

適
治
獄
不
直
者
、
築
長
城
及
南
越
地
、
覆
獄
故
失
。

と
、
覆
獄
故
失
の
句
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
多
分
こ
の
句
は
上
文
に
関
係
し
て
績
く
も
の
で
あ
り
、
治
獄
吏
不
直
者
つ
ま
り
不
正
な
裁
判
役
人

の
た
め
に
罪
せ
ら
れ
た
人
々
の
罪
肢
の
故
意
過
失
を
裁
判
し
な
お
し
た
と
解
せ
る
。
不
直
な
治
獄
の
吏
を
こ
の
よ
う
に
取
上
げ
て
い
る
の
は
、

裁
判
に
お
い
て
律
令
の
候
文
、
決
事
比
(
剣
例
〉
の
運
用
が
煩
噴
を
き
わ
め
、
そ
の
こ
と
を
悪
用
す
る
者
が
多
く
い
た
か
ら
で
あ
ろ

h
。
宣
帝

時
代
の
廷
史
路
温
告
の
上
疏
中
に
、
「
秦
有
十
失
、
其
一
向
存
、
治
獄
之
吏
是
也
」
(
『
漢
書
』
刑
法
志
)
と
あ
る
の
は
、
漢
代
に
も
相
饗
わ
ら
ず
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不
直
な
治
獄
の
吏
が
多
く
い
た
こ
と
を
よ
く
も
の
が
た
つ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
誼
成
の
記
事
を
『
資
治
通
鑑
』
巻
七
は

諦
治
獄
吏
不
直
及
覆
獄
故
失
者
、
築
長
城
及
庭
南
越
地
。

と
書
き
な
お
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
治
獄
吏
不
直
と
覆
獄
故
失
と
が
並
列
で
扱
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
晶
錯
や
張
目
安
の
諸
民
の
記
載
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
み
て
、

覆
獄
故
失
者
が
諸
民
に
数
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
文
意
を
取
り
違
え
て
い
る
。
調
成
さ

れ
た
の
は
治
獄
吏
不
直
だ
け
で
、
『
資
治
通
鑑
』
の
よ
う
な
解
樟
は
無
理
で
あ
る
。
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秦
代
の
第
四
の
諮
成
の
記
事
は
、
そ
の
翌
年
(
前
二
一
二
)
の
、

盆
渡
諦
徒
没
(
『
史
記
』
始
皇
本
紀
〉
。

で
、
こ
れ
で
始
皇
帝
時
代
の
諸
民
の
記
事
は
終
わ
っ
て
い
る
。

秦
漢
の
際
の
調
成
の
記
事
で
は
、

二
世
元
年
(
前
二

O
九〉

七
月
、

装
闘
左、

適
成
漁
陽
(
『
史
記
』
各
四
八
陳
渉
位
家
)
。

と
陳
沙

・
呉
肢
の
事
例
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
誼
成
の
劉
象
者
は

「
問
左
」
の
一

語
で
括
ら
れ
て
い
る
。
頻
繁
な
諸
氏
で
植
民
が
排
底
し、

い
に
最
後
の
間
左
に
及
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
閣
左
の
住
人
に
つ
い
て
は
、
唐
の
司
馬
貞
が
『
史
記
索
隠
』
に
従
来
の
諸
設
を
整
理
し
て
二 ペコ

つ
の
解
緯
を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

間
左
謂
居
間
里
之
左
也
、
奏
時
復
除
者
居
間
左
、

今
カ
役
九
在
間
左
者
量
護
之
也、

又
云
、
九
居
以
富
強
震
右
、

貧
弱
鴛
左
、
奏
役
成
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多
、
富
者
役
輩
、
粂
取
貧
弱
者
。

と
あ
り
、
里
門
の
左
側
に
住
ん
で
い
て
復
除
(
傍
役

・
賦
税
の
苑
除
〉
さ
れ
た
者
、
あ
る
い
は
貧
弱
な
者
と
い
う
解
揮
で
、

み
別
け
を
立
誼
す
べ
き
史
料
を
紋
き
、
後
世
の
史
家
の
聞
で
も
定
設
は
無
い
。
間
左
の
人
が
貧
弱
者
で
あ
る
と
い
う
解
樟
が
出
た
の
は
、
た
ぶ

ん
陳
渉
が
若
い
時
に
人
に
雇
わ
れ
て
傭
耕
し
た
折
、
雇
い
主
に

「苛
富
貴
、
無
相
忘
」
(
『
史
記
』
陳
渉
世
家
)
と
か
た

っ
た
故
事
、
あ
る
い
は
司

馬
避
の
一
評
言

「陳
渉
、
器
開
縄
植
之
子
、
舵
隷
之
人
」

(
向
、
始
皇
本
紀
)
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
復
除
さ
れ
た
者
と
い
う
解
稗
に
つ
い
て
は
史

料
に
依
援
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
と
も
か
く
も
顔
師
古
が
『
漢
書
』
食
貨
志
上
の
「
設
問
左
之
成
」
に
「
諸
家
之
義
煩
積
舛
錯
、
故
無
所
取

也
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
古
く
か
ら
閤
左
の
意
味
が
不
明
確
で
理
解
し
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
い
に
く
と
こ
の
住

す
る
と
間
左
の
「
左
」
を
里
の
左
側
に
居
住
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
さ
ほ
ど
拘
泥
し
な
け
れ
ば
、
池
田
雄
一
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
生
業
も
も
た
ず
、
楼
門
豪
家
に
付
着
し
、
地
方
政
治
に
害
義
を
流
し
た
と
こ
ろ
の
豪
右
に
劃
す
る
「
閣
の
左
道
者
」
と
い
う
解
樟
も
成

り
た
ち
、
官
は
彼
ら
を
諸
氏
に
よ
っ
て
地
域
社
曾
か
ら
切
り
離
し
、
間
里
の
治
安
を
維
持
し
や
す
く
す
る
と
い
う
社
舎
的
効
果
を
ね
ら
っ
た
こ



と
も
考
え
ら
れ
い
な
ん
ら
か
の
貼
で
詰
責
を
受
け
る
要
素
を
持
っ
た
民
が
誼
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
こ
の
解
緯
は
む
し
ろ
穏

嘗
で
あ
ろ
う
。

間
左
を
援
す
る
記
事
は
陳
渉
・
臭
贋
の
例
の
み
で
、
間
左
の
民
の
諭
震
は
秦
の
苛
政
を
も
の
が
た
る
も
の
と
し
て
よ
く
引
合
い
に
出
さ
れ
る

が
、
反
面
で
は
『
史
記
』
陳
渉
世
家
、

『
漢
書
』
陳
勝
俸
を
見
る
と
、
そ
こ
に
諸
民
が
ど
の
よ
う
に
し
て
誼
成
に
赴
く
の
か
が
あ
る
程
度
わ
か

る
。
陳
渉
・
臭
贋
は
と
も
に
誼
民
を
率
い
て
飽
を
お
こ
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
同
郷
で
は
な
か
っ
た
。
陳
渉
は
陽
城

(
今
日
の
河
南
省
登
封
豚
)
の
人

で
あ
り
、
呉
贋
は
陽
夏
(
今
日
の
河
南
省
太
康
問
脚
)
の
人
で
あ
る
。
こ
の
二
人
が
互
い
に
知
り
合
う
よ
う
に
な
る
の
は
、

大
津
郷
(
柿
郡
新
豚
、
今

日
の
安
徽
省
)
に
屯
し
た
時
で
あ
る
。
こ
の
時
九
百
人
ほ
ど
の
誼
民
が
屯
す
る
が
、
大
津
郷
は
目
的
地
で
は
な
く
、
各
地
か
ら
徴
鼓
さ
れ
た
諸
民

引
率
に
は
数
名
の
尉
と
そ
の
下
の
屯
長

の
召
集
地
貼
に
相
賞
す
る
。
こ
こ
か
ら
目
的
地
漁
陽
(
今
日
の
北
京
あ
た
り
〉
に
む
か
う
の
で
あ
る
が
、

が
あ
た
っ
て
お
り
、
期
日
内
に
目
的
地
に
到
着
で
き
な
け
れ
ば
誼
民
は
斬
刑
に
慮
せ
ら
れ
る
と
い
う
巌
し
い
規
定
が
あ
っ
た
。

た
め
に
屯
長
陳
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渉
・
果
康
は
二
人
の
尉
を
殺
し
反
飽
を
企
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
謡
震
の
形
式
は
、
間
左
を
護
す
る
場
合
だ
け
で

は
な
く
、
諸
民
全
般
に
共
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

間
左
か
ら
護
せ
ら
れ
た
陳
渉

・
呉
康
が
蹴
を
お
こ
し
、
秦
滅
亡
の
引
金
を
ひ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
し
ば
ら
く
諸
民
の
徴
設
は
止
む

に
い
た
る
。
そ
し
て
溢
境
の
諸
民
は
故
郷
に
信
仰
る
者
も
多
く
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
史
記
』
旬
奴
俸
に
は
、

蒙
悟
死
、
諸
侯
畔
秦
、

中
園
擾
鋭
、
諸
秦
所
徒
遁
民
退
者
皆
復
去
、
於
是
旬
奴
得
寛
、
復
精
度
河
、
南
興
中
園
界
於
故
塞
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
中
圏
内
の
混
飢
に
よ
り
、
黄
河
以
北
に
従
さ
れ
て
い
た
諸
民
た
ち
は
撤
、退
し
、
そ
の
間
隙
を
縫

っ
て
再
び
旬
奴
が
黄

河
を
渡
っ
て
来
て
、
前
線
開
拓
地
を
お
び
や
か
す
に
い
た
っ
て
い
る
。
再
び
中
園
が
こ
の
地
に
積
極
的
攻
勢
に
出
る
の
は
、
前
漢
の
武
帝
時
代

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
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西
域
の
意
欲
的
経
営
か
ら
劃
旬
奴
戦
に
優
位
に
轄
じ
、
元
朔
二
年
(
前
二
一
七
年
〉
に
民
十
寓
人
を
募

っ
て
朔
方

に
徒
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
〈
『
漢
書
』
武
帝
紀
)
、
以
後
し
ば
し
ば
徒
民
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
漢
の
皇
帝
は
旬
奴
に
監
さ
れ
ぎ
み
で
、
文

武
帝
時
代
の
徒
民
政
策
は
、
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帝
・

景
帝
な
ど
は
旬
奴
と
の
和
親
策
に
苦
慮
し
て
お
り
、
誼
成
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

武
帝
時
代
の
謝
民
の
記
事
は
合
計
四
つ
有
り
、
そ
の
第

一は、

『
史
記
』
単
位

一
O
三
省
内
石
君
俸
の
、

元
封
四
年
(
前
一

O
七
)
中
、
関
東
流
民
二
百
寓
口
、
無
名
数
者
四
十
高
、
公
卿
議
欲
請
徒
流
民
於
港
以
遁
之
。

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
年
に
黄
河
が
氾
濫
し
て
沿
過
の
十
除
郡
に
大
洪
水
が
お
こ
り
、
多
く
の
流
民
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
公
卿
議

(廷
議
)

は
武
帝
の
諮
問
な
し
に
聞
か
れ
た
た
め
丞
相
の
石
慶
は
と
が
め
を
受
け
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
、

そ
の
時
の
武
帝
の
言
が
『
漢
書
』

巻
四
六
高
石
君
惇

に
よ
り
詳
し
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

:
:
:
今
流
民
愈
多
、
計
文
不
改
、
君
不
縄
責
長
吏
、
市
請
以
輿
徒
四
十
寓
口
、
揺
蕩
百
姓
、
孤
児
幼
年
未
満
十
歳
、
無
罪
而
坐
卒
、
朕
失

墓
駕
:

。

と
あ
っ
て
、
結
局
四
十
寓
の
流
民
の
誼
成
計
劃
は
貫
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
流
民
を
罪
人
と
見
る
の
は
、
彼
ら
が
本
貫
を

離
れ
て
名
数
(
戸
籍
)
が
無
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
文
中
に
「
坐
率
」
と
あ
り
、
「
率
」
を
犯
し
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
率
は
本

文
を
注
し
た
後
漢
の

服

度

の

設

に

よ

れ

ば

曹

貌

の

如

淳

の

設

に

よ

れ

ば

「

家
長
也」

「
坐
刑
法
也
」
と
あ
り
、

と
あ
り
、

さ
ら
に
顔
師
古
は
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「
幼
年
無
罪
、

坐
矯
父
兄
所
率
而
弁
徒
、

如
設
近
之
」
と
、

如
淳
の
説
を
ふ
ま
え
て
解
緯
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
か
判
然
と
し
な
い
。

し
力、

し
、
こ
の
率
は
法
律
用
語
で
は
っ
き
り
し
た
概
念
が
あ
り
、

墨
田
書
』
刑
法
志
に
あ
が
っ
て
い
る
律
義
之
較
名
二
十
の
内
の
一
に
、

制
衆
建
計
、
謂
之
率
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
衆
人
を
ひ
き
い
て
計
り
ご
と
を
な
す
の
が
率
な
の
で
あ
る
。
武
帝
が
率
を
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
公

卿
た
ち
は
流
民
の
流
亡
を
率
の
罪
と
強
い
て
解
し
、
透
成
の
劉
象
に
し
て
そ
の
針
策
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
秦
代
の
調

成
の
復
活
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
よ
り
先
『
史
記
』
卒
準
書
に
記
さ
れ
て
い
る
元
狩
三
年
(
前
一
一
一

O〉

の
水
害
に
よ
る
七
十
除
禽
人
の
徒
民
政
策
を
見
て
も
わ
か
る
よ

う
に
、
こ
れ
に
要
し
た
費
用
は
莫
大
な
も
の
で
、
園
家
財
政
は
疲
弊
し
、
例
の
盟
鍛
政
策
が
お
こ
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
嘗
時
旬
奴



戦
に
も
多
く
の
成
卒
と
費
用
を
要
し
て
い
た
か
ら
、
流
民
の
誼
成
を
復
活
し
て
こ
の
問
題
を
一
撃
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。
な
お
流
民
は
阜
商
錯
が
列
奉
し
た
誼
民
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第
二
は
、
太
初
元
年
(
前
一

O
四
)
李
贋
利
の
大
宛
遠
征
時
の
も
の
で

『
漢
書
』
武
帝
紀
に
、

秋
八
月
、
行
幸
安
定
、
遺
京
師
勝
軍
李
賢
利
、
設
天
下
誼
民
、

西
征
大
宛
。

と
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
大
宛
は
は
る
か
西
方
の
強
固
で
あ
り
、
李
贋
利
は
こ
の
園
の
攻
略
に
苦
慮
し
、
足
か
け
四
年
で
よ
う
や
く
屈
服
さ
せ

良
馬
を
も
た
ら
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
封
躍
す
る
記
事
が
『
史
記
』
大
宛
俸
に
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
、

奔
李
贋
利
信
用
京
師
持
軍
、
設
層
圏
六
千
騎
、
及
郡
園
悪
少
年
数
高
人
、
以
往
伐
宛
、
期
至
京
師
城
取
善
馬
:
:
:
是
歳
太
初
元
年
也
。

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
天
下
請
民
は
郡
園
悪
少
年
に
相
嘗
す
る
こ
と
に
な
る
。
悪
少
年
あ
る
い
は
少
年
は
漢
代
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
徒
黛
を

⑫
 

組

ん

で

姦

を

な

す

軽

快

無

頼

の

徒

を

さ

す

が

、

わ

ざ
わ
ざ
郡
園
悪
少
年
を
天
下
諸
民
と
換
言
し
て
記
し
た
の
で
あ

『
漢
書
』

の
撰
者
班
固
は
、
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ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
な
ら
、

諸
民
は
晶
錯
の
言
う

と
こ
ろ
と
か
な
り
聞
き
が
出
て
き
て
い
さ
さ
か
疑
問
の
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
班
固
が
武
帝
紀
に
右
の
よ
う
に
書
く
に
い
た
っ
た
の
は
、

『
史
記
』
の
次
の
記
事
を
誤
解
し
た
も
の
と
考
え
る
。

設
天
下
七
科
適
、
及
載
精
給
武
師
、
鶴
車
人
徒
相
連
属
至
敦
煙
、
而
奔
習
馬
者
二
人
魚
執
騎
校
尉
、
備
破
宛
揮
取
其
善
馬
云
(
大
宛
侍
)
。

こ
れ
は
、
李
贋
利
が
大
宛
遠
征
に
出
か
け
た
も
の
の
、
途
中
の
小
園
(
オ
ア
シ
ス
)
に
補
給
を
断
た
れ
て
最
初
の
遠
征
に
失
敗
し
、
二
年
間
を
経

過
し
た
後
再
び
軍
を
編
成
し
な
お
し
て
成
功
し
た
記
事
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
班
固
は
こ
の
天
下
七
科
遁
を
太
初
元
年
の
ひ
と
つ
づ
き
の
記
事
と

し
て
誼
民
と
記
し
た
の
に
相
違
な
い
。
こ
う
し
た
年
代
の
誤
り
を
班
固
が
犯
し
た
の
は
、
彼
が
見
た
嘗
時
の
『
史
記
』
の
あ
る
篇
は
、
す
で
に

亡
侠
し
て
い
て
今
日
見
る
よ
う
な
丁
裁
で
、
武
帝
紀
撰
作
の
史
料
考
誼
を
誤
っ
た
た
め
で
あ
る
。

『
漢
書
』
華
文
志
に
よ
る
と
そ
の
亡
侠
の
篇

557 

数
は
十
篇
に
の
ぼ
り
、
同

・
司
馬
遷
俸
の
張
長
注
に
よ
れ
ば
、
そ
の
中
に
武
帝
紀
も
含
ま
れ
、
班
固
嘗
時
の
も
の
は
元
帝
・
成
帝
の
聞
に
猪
少

@
 

孫
が
補
っ
た
武
帝
紀
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
日
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

『
史
記
』
武
帝
紀
の
内
容
、
紀
年
は
他
の
本
紀
と
緩
相
を
異
に
し
て
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お
り
、
班
固
は
大
宛
博
そ
の
他
を
ム参
照
し
て
『
漢
書
』
武
帝
紀
を
編
纂
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
折
記
事
の
誤
解
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う。

天
下
龍
一
民
を
渡
し
た
記
事
は
、
蛍
然
の
こ
と
な
が
ら
李
賢
利
が
大
宛
再
征
に
む
か
つ
た
太
初
三
年
(
前
一

O
二
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
山。

そ
こ
で
「
史
記
』

大
宛
俸
の
記
事
に
も
ど
っ
て
見
る
と
、

」
の
再
遠
征
の
際
に
も
七
科
誼
と
は
別
に
「
盆
護
悪
少
年
」

の
一
文
が
あ
る
か

ら
、
明
ら
か
に
諸
民
と
悪
少
年
と
は
同
一
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
諸
民
は
「
載
梢
給
武
師
」
つ
ま
り
李
贋
利
の
軍
に
糧
食
を
補
給
す
る
た
め

っ
た
。
そ
し
て
大
宛
攻
略
の
功
に
よ
り
多
く
の
者
が
恩
償
に
あ
ず
か
る
が
、

誼
民
だ
け
は
、

馬
三
首
問
、
臨
蝶
・

翠
官
一
高
頭
が
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
大
軍
国
で
あ

「
以
適
過
行
者
、
皆
細
其
傍」

(『史
記
』
大
宛
何
〉

に
徴
鼓
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
の
糧
食
運
搬
等
に
牛
十
高
、

と
あ
っ

て
、
通
常
の
恩
償
に
興
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

武
帝
期
の
諸
民
の
第
三
の
記
事
は
、
天
漢
元
年
(
前
一

O
O〉
の
も
の
で
、

設
摘
成
屯
五
原
。

『
漢
書
』
武
帝
紀
に

い
る
か
ら
、
こ
の
誠
氏
は
屯
田
の
増
強
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
第
四
の
記
事
は
、
李
慶
利
の
旬
奴
遠
征
に
と
も
な
う
も
の
で
、
天
漢
四
年
(
前
九
七
〉
の
も
の
で
あ
る
。
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と
あ
る
。
五
原
は
秦
賂
蒙
悟
に
よ
っ
て
前
線
開
拓
基
地
の
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
、
武
帝
の
元
朔
二
年
(
前
一
二
七
)
、
秦
の
九
原
郡
を
改
名
し
て

設
天
下
七
科
諮
及
勇
敢
士
、
遁
武
師
将
軍
李
賢
利
、
賂
六
寓
騎

・
歩
兵
七
高
人
、
出
朔
方
(
『漢
書
』
武
帝
紀
)
。

こ
こ
で
は
、

調
民
は
勇
敢
土
と
と
も
に
正
規
の
騎
兵
・
歩
兵
と
は
別
に
劉
旬
奴
載
の
兵
の
増
強
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
宛
再
征

時
の
よ
う
に
物
資
輸
迭
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に
、
朔
方
か
ら
令
居
に
か
け
て
の
黄
河
沿
い
の
開
拓
に

は
田
官
が
統
率
し
て
お
り
、
誠
民
は
嘗
然
そ
の
下
で
農
耕
に
従
事
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。

以
上
の
四
つ
で
武
帝
時
代
の
誼
民
の
記
事
は
終
り
、
以
後
漢
代
に
お
い
て
は
誼
成
の
記
載
は
な
い
。

た
だ
こ
の
外
に
一
考
を
要
す
る
の
は
元

狩
五
年
〈
前
二
八
)
の
、

徒
天
下
姦
獄
吏
民
於
溢
(
『
漢
書
』
武
帝
紀
〉。



と
い
う
記
事
で
あ
る
。
程
樹
徳
氏
は
そ
の
著
書
『
漢
律
考
』
に
北
迭
に
徒
さ
れ
る
刑
を
「
徒
逢
」
と
し
て
い
く
つ
か
の
史
料
を
集
め
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
参
考
に
す
れ
ば
こ
れ
も
北
過
あ
た
り
に
徒
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
姦
務
吏
民
は
誼
民
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、

前
述
し
た
よ
う
に
誼
成
の
話
が
も
ち
上
っ
た
の
が
元
封
四
年
(
前
一

O
七
〉
が
最
初
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
は
誼
成
と
い
う
名
目
で

彼
ら
を
徒
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
黙
で
は
い
ま
だ
諮
成
の
こ
と
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
、
武
帝
時
代
の
誼
成
の
開
始
を
、
太
初
三
年
(
前
一

O
一
一
〉
の
李
蹟
利
の
大
宛
再
征
時
に
求
め
て
み
た
が
、
こ
れ
に
関
連

し
て
時
代
は
下
る
が
も
う
一
つ
参
考
史
料
が
あ
る
。

そ
の
史
料
と
は
『
親
書
』
刑
罰
志
中
の
太
子
少
侍
激
雅
の
言
で
、
そ
れ
に
は
、

漢
武
時
、
始
啓
河
右
四
郡
、
議
諸
疑
罪
、
市
諮
徒
之
、

十
数
年
後
、

遁
郡
充
賞
、

並
修
農
民
、
孝
宣
因
之
、

以
服
北
方
、

此
近
世
之
事

也

- 51ー

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
武
帝
時
代
の
武
威
・
酒
泉

・
張
披
・

敦
埋
の
河
西
四
郡
設
置
の
際
に
誼
徒
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

誼
徒
の
劉
象
が
諸
疑
罪
と
あ
っ
て
罪
人
と
い
う
記
述
を
避
け
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
諸
民
が
す
べ
て
罪
人
で
あ
っ
た
と
即
断
し
え

な
い
傍
誼
と
も
な
る
。

そ
こ
で
河
西
四
郡
の
設
置
年
代
で
あ
る
が

こ
の
年
代
に
閲
し
て
は

『
漢
書
』

の
武
帝
紀
と
地
理
志
の
記
述
自
鎧
に
も
く
い
ち
が
い
が
あ

一
腰
今
日
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
の
は
日
比
野
丈
夫
氏
の

り
、
研
究
者
の
聞
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
異
説
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

読
で
、
氏
は
居
延
漢
簡
な
ど
の
新
史
料
を
参
照
し
、
張
披
郡
は
元
鼎
二
年
(
前
二
五
、
首
初
は
河
西
郡
と
稽
し
、
元
封
年
間
〔
前
二

l
O五
〕
に

張
披
と
改
稿
)
、
酒
泉
郡
は
元
鼎
六
年
(
前

二
一
)
、

敦
埠
郡
は
天
漢
年
間
(
前

一
0
0
1九
七
、
後
に
太
始
・
征
和
の
交
〔
前
九
一
-
一
|
九
一
己
に
愛
更
)
、

@
 

武
威
郡
は
地
節
三
年
(
前
六
七
)
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
開
設
さ
れ
た
と
考
誼
さ
れ
た
。

つ
ま
り
四
郡
は
武
帝
か
ら
宣
帝
に
か
け
て
の
元
鼎
二
年

l
地

節
三
年
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
代
は
こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
考
察
し
て
き
た
武
帝
時
代
の
誼
成
開
始
年
代
と
矛
盾
は
し
な
い
が
、

滋
雅
の
い
う
四
郡
の
並
存
時
黙
に
誕
成
開
始
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
矛
盾
し
て
く
る
。
し
か
し
、
河
西
四
郡
の
成
立
は
史
家
が
問
題
に
す
る
だ

559 



560 

け

あ

っ

て

、

こ

の

よ

う

な

巌

密

な

年

代

比

定

が

北

貌

時

代

の

波

雅

の

念

頭

に

あ

っ

た

と

は

思

え

ず
、
た
ん
に
河
西
地
方
の
飛
躍
的
開
設
促
進
時
期
を
問
題
と
す
る
な
ら
、
李
賢
利
の
大
宛
遠
征
こ
そ
こ
れ
に
該
嘗
し
よ
う
。

相
首
複
雑
な
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
こ
で
わ
た
し
は
、
誼
成
の
開
始
時
期
は
流
民
の
誼
法
問
題
が
も
ち
上
が
っ
た
元
封
四
年
(
前
一

O
七
)
か
ら
李
康
利
の
大
宛
再
征
の
太
初
三

年
(
前
一

O
二

〉

た

だ

し

こ

の

諸

氏

が

い
つ
中
止
に
な

っ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
曹
親
の
如
淳
は
漢
初

一
年
間

宛
で
あ
っ
た
民
丁
の
法
成
が
そ
の
後
三
日
間
宛
に
短
縮
さ
れ
、
誼
民
の

一
年
宛
の
過
成
の
み
が
績
け
ら
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
漬
口
重

園
氏
も
詳
細
に
解
明
し
た
よ
う
に
、
如
淳
の
践
更
、
過
更
の
語
義
の
誤
解
に
と
も
な
う
見
誤
り
で
、
民
丁
の
溢
成
期
聞
は
漢
代
を
通
し
て

一
年

⑮
 

で
あ
り
、
諸
氏
が
長
期
に
渡
っ
て
存
続
し
て
は
い
な
い
。
諸
民
は
後
の
記
録
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
前
漢
で
は
ご
く
一
短
期
間
だ
け

の
間
と
見
て
お
き
た
い
。

賀
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

以
上
、
秦
誕
時
代
の
誼
成
・
諸
民
の
記
事
を
九
つ
考
祭
し
て
き
た
が
、
具
観
的
な
例
に
あ
が
っ
て
き
た
諸
民
封
象
者
に
は
、
嘗
遁
亡
人
・
賓

と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
秦
代
の
誼
成
は
始
皇
帝
時
代
に
始
め
ら
れ
、

の
た
め
に
徴
税
祝
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

主
に
一
年
期
限
の
成
卒
に
か
わ
っ
て
南
北
の
過
境
の
新
将
建
設
と
防
備
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堵

・
買
人

・
治
獄
吏
不
直
者

・
問
左
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
嘗
遁
亡
人
を
除
い
た
四
者
は
、
庖
錯
あ
る
い
は
張
長
の
列
接
す
る
調
民

他
方
、
漢
代
の
諸
氏
は
、
武
帝
時
代
の
大
量
流
民
の
護
生
と
大
宛
再
征
あ
る
い
は
針
旬
奴
戦
の
描
大
で
徴
設
さ
れ
、
遠
征
の
物
資
稔
迭
を
荷

う
と
と
も
に
、
閲
回
官
あ
る
い
は
回
官
と
稿
さ
れ
る
農
地
開
拓
指
導
官
の
下
で
屯
田
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
武
帝
時
代
の

植
民
に
は
、
流
民
の
増
加
等
か
ら
戸
籍
雌
脱
者
で
あ
る
亡
命
が
新
た
に
加
え
ら
れ
、
関
左
の
誼
成
は
陳
渉
の
反
乱
で
秦
が
滅
び
た
こ
と
も
あ
る

の
で
、
こ
れ
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

誼
民
の
身
分
に
つ
い
て

前
節
で
は
諮
成
の
は
じ
ま
り
と
そ
の
目
的
を
見
て
き
た
が
、
次
に
諮
民
が
な
ん
ら
か
の
黙
で
詰
責
を
受
け
る
人
々
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、



陸
ど
う
い
う
黙
で

一
般
の
編
戸
の
民
と
異
な
る
の
か
、
そ
の
祉
曾
的
地
位
と
身
分
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

七
科
菌
の
調
民
、
吏
有
罪
・
亡
命

・
賞
靖
・
買
人

・
故
有
市
籍
・
父
母
有
市
籍

・
大
父
母
有
市
籍
は
、
吏
の
罪
を
犯
し
た
も
の
、
戸

籍
よ
り
脱
漏
し
て
い
る
も
の
、
債
務
奴
隷
、
商
人
、
か
つ
て
商
人
で
あ
っ
た
も
の
父
母
が
商
人
で
あ
っ
た
も
の
、
祖
父
母
が
商
人
で
あ
っ
た

⑫
 

も
の
で
、
彼
ら
は
嘗
時
賎
民
あ
る
い
は
罪
人
観
さ
れ
て
い
た
人
々
で
あ
る
と
解
冊
拝
さ
れ
て
き
た
。

通
常
、

ひ
る
が
え
っ
て
漢
代
に
諭
民
該
賞
者
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
は
、
す
で
に
誼
成
が
慶
止
さ
れ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
元
帝
時
代
に
貢

福
岡
が
帝
に
む
か
つ
て
上
言
し
た
言
葉
の
中
に
、

馬
又
ニ
Z
R
孝
文
皇
帝
時
、
貴
廉
繋
賎
貧
行
、
買
人

・
賢
堵
及
吏
坐
賦
者
、
皆
禁
鋼
不
得
信
用
吏
(
『
漢
書
』
谷
七
二
貢
百
円
停
)
。

と
あ
り
、
文
帝
時
代
は
貧
行
な
者
と
し
て
禁
鋼
し
て
官
吏
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
元
帝
嘗
時
さ
か
ん
で
あ
っ
た
商
人
の
官
界
進
出
を

制
限
せ
よ
と
レ
う
上
言
の
一
部
を
な
し

こ
の
一
文
で
見
る
か
ぎ
り
諸
民
該
嘗
者
は

嘗
時
そ
れ
ほ
ど
疎
外
さ
れ
て
い
た
人
々
と
は
思
え
な
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L、。
話
を
も
と
に
も
ど
し
て
、
罪
人
と
い
う
こ
と
で
見
れ
ば
、
た
し
か
に
七
科
髄
の
筆
頭
に
「
吏
有
罪
」
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
質
は
こ
う
明
記

し
た
の
は
張
長
注
だ
け
で
あ
っ
て
、

『漢
書
』
食
貨
志
の
「
設
問
左
之
成
」
の
臆
勧
注
で
は
、
相
嘗
部
分
を
「
吏
有
過
」
と
し
、
電
銘
は
「
吏

有
諦
」
と
し
、
さ
ら
に
誼
成
の
具
健
的
な
記
事
で
は
始
皇
本
紀
に
「
治
獄
吏
不
直
」
と
あ
る
か
ら
、
嘗
然
後
者
の
二
つ
の
記
事
が
前
者
の
注
よ

り
隼
重
さ
れ
る
べ
き
で
、
嘗
初
の
譜
成
の
劉
象
に
入
っ
た
吏
と
は
、
方
正
で
な
い
吏
(
あ
る
い
は
菟
官
さ
れ
た
吏
と
も
考
え
ら
れ
る
〉
と
い
っ
た
ほ

@
 

ど
の
意
味
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

ま
た
諮
民
が
賎
民
あ
る
い
は
賎
民
視
さ
れ
た
と
す
る
根
援
に
、
本
稿
冒
頭
の
良
家
子
に
つ
い
て
の
周
蕎
昌
の
設
と
『
漢
書
』
地
理
志
の
六
郡

良
家
子
の
如
淳
注
、
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醤

・
商
買
・
百
工
、
不
得
致
也
。

が
よ
く
引
か
れ
る
。
曹
は
亙
卜
な
ど
と
な
ら
ん
で
賎
業
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
良
家
子
に
譲
る
こ
と
の
で
き
な
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い
者
の
中
に
時
菜
を
営
む
者
が
入
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
深
れ
な
い
者
す
べ
て
に
及
ぼ
し
て
賎
民
と
い
う
定
義
は
下
せ
ま
い
。
通
常
、
商

@
 

賀
も
百
工
も
、
士
農
工
商
の
四
民
の
構
成
員
で
、
里
居
す
る
民
で
あ
っ
た
。
誼
民
中
に
商
人
が
入
っ
て
く
る
の
は
、
た
ぶ
ん
抑
商
政
策
か
ら

で
、
羅
恨
淳
氏
の
開
究
に
よ
れ
ば
、
本
農
末
商
説
が
古
典
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
『
萄
子
』
『
韓
非
子
』
『
巴
氏
春
秋
』
以
後
で
、
お
そ
ら
く
こ

の
考
え
方
は
袋
の
向
微
授
法
と
刷
係
が
あ
る
と
み
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
抑
商
政
策
は
奏
で
は
俸
統
的
な
こ
と
で
頁
人
が
秦
の
諸
民
に
翠
げ
ら
れ

@
 

て
い
る
理
由
が
納
得
で
き
る
。

買
人
の
よ
う
に
そ
の
詰
責
を
受
け
る
べ
き
理
由
を
各
論
民
に
さ
ぐ
る
な
ら
、
資
靖
と
有
市
籍
者
関
係
の
人
々
が
も
っ
と
も
説
明
に
困
難
を
感

じ
る
。
以
下
そ
の
こ
と
を
考
案
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
賛
靖
で
あ
る
が
、
資
増
は
卒
易
に
言
え
ば
「
む
こ
養
子
」
の
こ
と
で
あ
る
。
古
い
時
代
の
中
園
の
賛
培
の
語
の
解
樟
に
つ
い
て
は
二
つ

あ
り
、
顔
師
古
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

謂
之
繋
培
者
、

言
其
不
首
出
在
妻
家
、

亦
治
人
身
睦
之
有
肱
賛
、
非
薩
所
有
也
、

一
読
費
、

質
也
、
家
貧
無
有
鴨
財
、

以
身
信
用
質
(
『渓
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古
』
怨
凹
八初刊
誌
仰
の
出
資
の
注
)

0

第
一
の
解
穣
は
、
賢
靖
は
妻
家
に
お
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
人
の
身
健
の
脱
賢
(
い
ぼ
や
こ
ぶ
)
の
よ
う
な
除
計
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二

@
 

の
解
緯
は
、
勝
山
財
(
結
納
金
〉
を
第
働
で
消
却
し
て
い
く
質
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
仁
井
田
陸
氏
は
こ
れ
を
「
債
奴
」
と
し
て
い
る
。
た
し
か

@
 

か
れ
ら
が
勝
財
を
消
却
し
て
い
る
期
間
中
奴
稗
身
分
で
あ
る
わ
け
は
な
か
ろ
う
。

に
性
質
上
埜
楕
は
債
奴
の
意
味
を
持
っ
か
も
し
れ
な
い
が
、

ま
た
『
史
記
』
巻
一
二
六
滑
稽
俸
に

淳
子
究
者
、
斉
之
費
増
也、

長
不
満
七
尺
、
滑
稽
多
揖
、
数
使
諸
侯
、
未
嘗
屈
辱
。

と
い
う
先
秦
時
代
の
賛
塙
の
例
が
あ
る
が
、

屈
辱
は
淳
子
究
の
滑
稽
多
鼎
の
方
に
関
係
す
る
の
で
あ
り

「
未
嘗
屈
辱
」
の
語
句
を
も
っ
て
費
靖
全
般
が
卑
賎
で
あ
っ
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

む
し
ろ
古
代
に
お
い
て
賢
塔
が
詰
責
を
受
け
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
別
に
理
由

を
求
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
。



賛
堵
が
も
っ
吐
舎
的
問
題
を
秦
に
求
め
て
み
る
と
、
『
漢
書
』
買
誼
俸
に
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。

商
君
(
商
験
)
遺
膿
義
、
棄
仁
恩
、
井
心
於
準
取
、
行
之
二
歳
(
一
訟
に
は
二
十
歳
)
、
秦
俗
日
敗
、
故
秦
人
家
富
子
社
則
出
分
、
家
貧
子
批

則

出

賞

、

借

父

稜

鎚

、

慮

有

徳

色

、

母

取

箕

帯

、

興

公

併

侶

、

婦

姑

不

相

設

、

利
、
不
同
禽
獣
亡
幾
:
:
:
然
其
遺
風
徐
俗
、
猶
向
未
改
、
今
世
以
修
騨
相
競
、
而
上
亡
制
度
、
棄
瞳
誼
、
摘
廉
恥
日
甚
。

立
而
詩
語
、
抱
晴
其
子
、

則
反
膚
而
相
稽
、
其
慈
子
番

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
秦
人
家
富
子
社
則
出
分
、
家
貧
子
社
則
出
費
」
の
記
事
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
商
執
は
、
民
に
二
男
以
上
あ
っ
て
分

異
し
な
い
者
に
は
倍
の
賦
を
課
す
法
令
と
父
子
兄
弟
が
同
室
に
起
居
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
令
を
考
案
質
施
し
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
首
初
の
秦

の
戎
翠
の
風
を
改
め
る
の
に
多
大
の
成
果
を
あ
げ
た
。
こ
の
買
誼
の
俸
の
記
事
は
そ
の
政
策
を
ま
た
さ
ら
に
推
し
進
め
た
結
果
、
行
き
す
ぎ
て

弊
害
が
出
て
き
、
漢
初
に
お
い
て
も
そ
の
飴
風
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

改
革
の
行
き
す
ぎ
で
家
に
父
母
を
孝
養
す
る
者
が
残
ら
な
く
な
る
こ
と
は
弊
害
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
富
家
の
出
分
と
実
家
の
出
賓
と
は
、
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貧
質
的
に
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
出
分
は
分
財
別
居
で
新
た
に
濁
立
し
た
戸
を
形
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
出
費
は
家

が
貧
し
い
か
ら
分
財
す
べ
き
も
の
は
な
く
、

入
り
靖
と
な
っ
て
別
居
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
費
塔
は
戸
を
形
成
し
た
か
ど
う
か
が
問
題
に

な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
中
園
の
家
族
制
度
に
お
い
て
一
般
的
に
承
緩
(
祭
紀
義
務
の
裏
付
け
と
し
て
、
財
産
権
を
包
括
的
に
引
き
綴
ぐ
こ
と
〉
は

父
と
む
す
こ
と
の
聞
に
し
か
存
せ
ず
、
義
子
(
恩
恵
的
養
子
〉
や
賓
靖
(
む
こ
養
子
〉
な
ど
の
異
姓
の
同
居
者
は
承
継
人
と
な
り
得
な
い
と
さ
れ

航
也

、

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
む
す
め
が
漢
初
に
お
い
て
も
嗣
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

『
漢
書
』
景
帝
紀
に
、

女
子
年
十
五
以
上
至
三
十
不
嫁
、
五
算
。

と
い
う
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
、
承
縫
人
と
な
れ
な
い
賛
靖
が
原
則
と
し
て
嗣
と
な
れ
な
い
女
性
と
婦
家
で
戸
を
形
成
で
き
た
と
は
思

え
な
い
。
戸
を
形
成
す
る
の
は
、
聴
財
を
完
全
に
消
却
し
婦
家
か
ら
濁
立
し
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
推
察
が
誤
っ

て
い
な
け
れ
ば
、
秦
で
は
賢
堵
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
戸
口
の
増
加
に
支
障
を
き
た
し
、
ひ
い
て
は
園
家
の
税
牧
入
に
も
影
響
し

@
 

て
こ
よ
う
か
ら
、
賢
靖
を
詰
責
す
る
理
由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
貼
か
ら
賛
堵
が
誼
成
の
封
象
者
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
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ろ
う
。

次
に
七
科
植
の
五
番
目
以
下
の
故
有
市
籍

・
父
母
有
市
籍

・
大
父
母
有
市
籍
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
晶
錯
の
列
拳
を
正

し
い
と
み
、
父
母
と
大
父
母
の
下
に
「
故
」
か
「
嘗
」
の
一
字
を
そ
れ
ぞ
れ
補
っ
た
上
で
考
察
を
準
め
て
い
き
た
い
。

@

@
 

普
通
、
市
籍
は
「
市
の
匿
域
内
に
庖
舗
を
設
け
て
営
業
す
る
商
人
の
名
籍
」
と
か
「
買
人
の
営
業
登
録
簿
」
と
さ
れ
、
後
漢
の
陸
間
も
有
市

@
 

籍
者
を
賢
人
と
解
し
て
き
た
。
こ
れ
で
七
科
諭
を
考
え
て
み
る
と
、
七
者
中
寅
に
四
者
が
商
人
関
係
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
秦
漢
時
代
の
抑
商

政
策
の
巌
し
さ
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
四
民
の

一
を
形
成
す
る
商
人
だ
け
が
三
世
に
渡
っ
て
誼
成
に
関
係
し
て
く
る
の
は
奇
妙

@
 

な
こ
と
で
、
こ
う
し
た
貼
か
ら
近
年
、
美
川
修

一
氏
が
次
の
よ
う
な
市
籍
の
解
緯
を
示
さ
れ
た
。

氏
の
説
を
要
約
す
る
と
、
市
籍
と
は
本
来
商
人
の
営
業
登
録
簿
で
は
な
く
、
戸
籍
を
離
脱
し
市
に
住
む
商
人
・
工

・
醤

・
卜
相
・
亙
・
方
技

・
滋
侠

・
亡
命
・
流
民
等
の
市
人
を
登
載
す
る
た
め
の
特
別
の
名
籍
で
、

市
人
は
官
吏
と
な
る
資
格
は
な
く
、
申
告
納
税
と
い
う
特
別
の
形
で

里
居
の
庶
民
の
五
倍
の
質
算
が
徴
牧
さ
れ
、
土
地
所
有
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
た
と
え
地
着
し
て
編
戸
の
民
と
な
っ
て
も
、
そ
の
過
去
の

経
歴
に
よ
り
員
先
に
議
成
の
封
象
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
武
帝
が
元
狩
四
年
(
前

二
九
)

に
算
絹
(
資
本
も
利
盆
も
含
め
た
営
業
資
産
一
切
に
別
封
す
る
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課
税
)
を
施
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

市
籍
は
従
来
の
市
民
の
登
録
簿
と
い
う
性
格
の
上
に
市
内
に
居
舗
を
所
持
す
る
商
人
の
営
業
登
録
簿
の

意
味
を
加
え
る
こ
と
に
な
り
、
里
居
し
て
市
内
で
営
業
す
る
商
人
も
市
籍
に
登
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
商
人
が
市
籍

に
登
載
さ
れ
た
と
し
て
も
、
戸
籍
は
里
に
あ
り
身
分
的
援
化
を
き
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
美
川
氏
の
設
に
よ
れ
ば
、
市
籍
を
現
有
す
る
者
が
七
科
識
に
入
ら
な
い
の
は
、
丘
一
法
中
に
市
人
を
騒
り
出
し
て
戦
わ
ぜ
る
こ
と
が
禁

@
 

忌
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
、
は
な
は
だ
重
要
な
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
市
人
が
戸
籍
離
脱
の
姦
人
で
あ
る
の
な
ら
、
ど
う
し

て
七
科
諸
に
亡
命
が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
氏
も
見
落
し
て
お
ら
れ
る
が
、
亡
命
は
最
錯
の
列
島
宇
す
る
諸
民
に
は
入
っ
て
お
ら

ず
、
武
帝
時
代
の
植
民
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
背
後
に
は
大
量
の
流
民
の
出
現
と
い
う
嘗
時
の
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
た
方

が
よ
り
筋
が
通
る
。
と
も
あ
れ
市
籍
に
つ
い
て
は
ま
だ
解
明
さ
れ
な
い
臨
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
一
隆
美
川
氏
の
設
に
従
っ
て
解
稗



し
て
お
き
た
い
。

す
る
と
七
科
誼
の
五
番
目
以
下
は
、
本
人
、
父
母
、
そ
し
て
祖
父
母
が
か
つ
て
戸
籍
を
離
脱
し
て
市
籍
に
付
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
通
常
の
編
戸
の
民
に
比
し
て
詰
責
を
受
け
る
べ
き
理
由
は
充
分
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
今
ま
で
保
留
に
し
て
お
い
た
始

皇
本
紀
三
十
三
年
の
僚
の
嘗
遁
亡
人
は
、

か
つ
て
市
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
相
首
し
、
こ
れ
で
疑
問
の

一
端
が
氷
解
し
よ
う
。
ま
た

『史
記』

卒
準
蓄
に
、

孝
恵

・
高
后
時
、
魚
天
下
初
定
、
復
弛
商
買
之
律
、
然
市
井
之
子
孫
亦
不
得
仕
宣
魚
吏
。

七
科
誼
の
父
母
有
市
籍

・
大
父
母
有
市
籍
に
相
嘗
す
る
人
々
に
相
違
な
く
、

@
 

劃
象
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
市
井
之
子
孫
と
は
、

こ
の
場
合
漢
初
に
お
い
て
も
禁
鋼
の

以
上
の
黙
か
ら
誼
民
が
何
故
詰
責
を
受
け
た
の
か
、
個
々
の
性
格
を
分
析
し
て
み
た
。
そ
こ
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、
亡
命
を
除
い
た
す
べ

て
の
誼
民
が
里
の
戸
籍
に
付
さ
れ
た
編
戸
の
民
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
罪
人
で
は
な
く
奴
稗
で
も
な
く
、
一
般
の
編
戸
の
民

に
較
べ
て
経
歴
上
劣
る
黙
が
あ
り
、
官
吏
と
す
る
の
に
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
人
と
い
う
共
通
の
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
官
吏

と
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
く
な
く
禁
銅
の
針
象
に
さ
れ
た
の
は
、
諸
民
が
行
わ
れ
て
か
ら
付
加
さ
れ
た
特
性
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
か
ら
誼
民
は
民
倭
賜
輿
の
封
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
す
る
西
嶋
定
生
氏
の
設
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
戸
籍
を
脱
漏
し
た
「
民
の
名
数
な
き

も
の
と
流
民
」
が
賜
爵
の
封
象
外
に
あ
っ
た
こ
と
を
擦
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
亡
命
(
亡
人
〉
を
含
む
七
科
諸
全
般
に
ま
で
お
よ
ん
で
類
推
し
て

@
 

み
た
も
の
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
誼
民
中
に
は
本
来
亡
命
が
含
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
誼
民
に
該
嘗
す
る
人
々
が
す
べ
て
民
鋳
賜
輿

の
封
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
と
断
定
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
商
人
な
ど
に
も
賜
爵
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
さ
え
生
じ
て
く
る
。
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こ
の
黙
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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む

す

ひ王

以
上
の
よ
う
に
秦
漠
時
代
の
誼
成
を
零
細
な
記
事
か
ら
、

そ
の
目
的
や
祉
禽
的
意
義
さ
ら
に
諸
民
の
身
分
等
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
考
察
し
て

き
た
が
、

秦
漢
時
代
そ
れ
も
始
皇
帝
と
武
帝
の
時
代
に
諸
氏
が
行
わ
れ
た
の
は
、
と
も
に
進
境
の
郡
豚
設
置
開
設
と
旬
奴
な
ど
の
異
民
族
と
の

戦
い
に
そ
な
え
る
と
い
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
軍
屯
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
た
だ
の
軍
屯
で
は
な
く
、
秦
代
の
場
合
の
よ
う

に
外
敵
に
と
り
園
ま
れ
な
が
ら
危
険
を
お
か
し
て
諸
民
が
新
豚
建
設
に
と
り
組
ま
さ
れ
た
の
は
、
後
績
の
徒
民
が
安
心
し
て
移
住
で
き
る
よ
う

に
そ
な
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
時
機
到
来
が
何
年
後
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、

そ
れ
を
待
っ
て
諸
民
は
誼
成
の
任
か
ら

解
放
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

り
、
田
作
の
道
を
通
じ
、
肝
陪
の
界
を
正
し
、

そ
の
作
邑
の
有
様
は
田川
錯
が
文
帝
に
上
言
し
た
内
容
の
よ
う
な
こ
と
で
、

@
 

必
要
な
器
物
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
た
準
備
な
し
で
大
量
の
徒
民
を
迭
り

土
地
相
を
吟
味
し
、

里
宅
を
匡
切

込
む
こ
と
は
鯨
官
を
消
耗
す
る
だ
け
で
著
し
く
効
果
を
そ
こ
ね
た
ろ
う
。
こ
の
二
段
が
ま
え
の
徒
民
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
す
る
研
究
者
も

@
 

お
り
、

調
民
の
誼
成
さ
れ
た
第
一
の
ゆ
え
ん
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

た
だ
武
帝
の
時
は
諸
民
が
過
郡
の
開
設
に
だ
け
で
は
な
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く

一
年
以
上
の
長
期
の
行
軍
に
掘
り
出
さ
れ
た
形
跡
も
あ
り
、
多
少
の
性
格
の
相
違
は
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
亡
命
を
例
外
と
し
て
諸
民
を
経
歴
上
諸
責
を
受
け
る
要
素
を
も
っ
編
戸
の
民
と
位
置
づ
け
た
が
、
漢
代
に
か
れ
ら
が
特
別
の
目
で

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
秦
代
の
諸
氏
が
原
因
し
て
い
た
と
考
え
る
。
か
れ
ら
は
原
則
と
し
て
一
様
に
官
吏
の
途
を
塞
が
れ
禁
鋼
の
封

象
と
な
っ
て
い
た
。
原
則
と
し
て
と
た
だ
し
書
き
を
し
た
の
は
、

し
ば
し
ば
商
人
な
ど
が
官
界
入
り
し
て
こ
の
禁
が
破
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
後
世
諦
民
該
嘗
者
が
世
上
で
問
題
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
勿
論
、
誼
成
が
腰
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
官
吏
の
採
用
の
し
方

が
武
帝
時
代
を
境
と
し
て
貫
務
型
か
ら
儒
準
を
中
心
と
し
た
文
治
型
数
養
型
へ
と
嬰
化
し
、
官
吏
採
用
の
際
に
諸
民
該
賞
者
を
禁
銅
者
と
し
て

@
 

神
経
質
に
除
外
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
調
民
該
賞
者
と
目
さ
れ
る
人
々
は
普
通
の
編
戸
の
民
へ
と
地
位
が
回
復

さ
れ
て
い
っ
た
と
、
わ
た
し
は
み
て
い
る
。
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註①
謎
民
を
漢
代
の
賎
民
で
あ
っ
た
と
す
る
説
に
は
、
西
嶋
定
生
氏
の
論
考

が
あ
り
ハ
『
中
園
古
代
帝
園
の
形
成
と
構
造
』
東
京
大
摩
出
版
舎
、
一
九

六
一
年
、
二
四
六
頁
〉
、
ま
た
最
近
氏
は
七
科
諮
の
鵡
民
は
「
七
穫
の
罪

人
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
嘗
時
の
罪
人
視
を
示
す
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
お
ら
れ
る
〈
『
中
園
の
歴

史
』
2
秦
漢
帝
圏
、
講
談
紅
、
一
九
七
四
年
、
一
九
九
頁
〉
。
一
方
、
大

庭
備
氏
は
諸
民
を
賎
民
あ
る
い
は
罪
人
と
は
見
ず
積
極
的
に
賎
民
で
あ
る

と
規
定
す
る
こ
と
を
さ
け
て
お
ら
れ
る
(
「
漢
の
従
遜
刑
に
つ
い
て
」
、

『
史
泉
』
第
六
続
、
一
九
五
七
年
〉
。

②
尾
形
勇
「
漢
唐
聞
の
「
良
家
」
に
闘
す
る
究
室
盲
」
(
『
山
梨
大
間
字
数
育
問
宇

部
研
究
報
告
』
第
二
十
五
披
第
一
分
冊
、
一
九
七
四
年
三

③
賎
民
い
わ
ゆ
る
奴
稗
と
良
民
と
が
封
照
的
な
概
念
と
し
て
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
後
漢
末
・
三
園
以
後
か
ら
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
(
堀
敏
一
「
均
田
制
と
良
賎
制
」
、
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
佐

倉
(
仁
井
田
陸
博
士
追
悼
論
文
集
第
一
単
位
)
』
勤
草
書
房
、
一
九
六
七
年

所
枚
)
。
そ
れ
ま
で
の
賎
民
と
は
盗
賊
・
罪
人
に
比
定
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
園
家
ハ
皇
帝
)
機
カ
を
さ
さ
え
る
基
盤
と
し
て
、
倍
々
と

し
て
生
産
(
農
業
)
に
従
事
す
る
人
民
(
良
民
)
以
外
の
者
の
総
得
で
あ

る
と
い
う
見
解
が
、
近
年
尾
形
勇
氏
よ
り
出
さ
れ
た
(
「
良
賎
制
の
展
開

と
そ
の
性
格
L

、
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』

5
、
岩
波
書
庖
、

一
九
七

O
年

所
収
)
。
さ
ら
に
漢
代
の
賎
民
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
好
並
隆
司
氏
の
「
漢

代
下
層
庶
人
の
存
在
形
態
」
(
『
史
翠
雑
誌
』
第
八
十
二
編
第
二
抗
、
第
三

続
、
一
九
七
三
年
)
な
る
有
盆
な
論
考
が
あ
る
。

④
『
漢
書
』
谷
二
四
上
食
貨
士
山
の
設
問
左
之
成
の
後
漢
態
勧
の
注
も
、

「
先
護
吏
有
渦
及
賛
培
・
賢
人
、
後
以
嘗
有
市
籍
者
護
、

母
、
父
母
嘗
有
市
籍
者
云
々
」
と
あ
る
。

⑤

『
漢
書
』
容
四
九
電
錯
侍
所
枚
の
文
帝
へ
の
上
疏
中
に
「
設
之
(
謎

民
〉
不
順
、
行
者
深
怨
、
有
背
昨
之
心
」
と
あ
る
。

⑤

「
論
」
の
築
文
を
「
諮
」
と
す
る
の
は
、
明
の
張
自
烈
撲
『
正
字
通
』

の
説
。

⑦

秦
か
ら
漢
に
か
け
て
の
民
丁
の
迩
境
守
備
の
期
聞
が
遇
常
一
年
で
あ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
演
口
童
図
氏
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
(
「
抽
出
更

と
過
更
|
如
淳
説
の
批
判
1

」
、
『
秦
漢
階
麿
史
の
研
究
』
上
容
、
東
京
大

事
出
版
曾
、
一
九
六
六
年
所
牧
)
。

⑤
松
図
書
骨
男
「
漢
貌
時
代
に
於
け
る
西
北
支
那
の
開
登
」
(
『
東
毘
論
叢
』

三
輯
、
一
九
四

O
年
)
、
同
「
古
代
中
園
と
そ
の
周
遊
諸
民
族
」
(
『
歴
史

教
育
』
第
十
五
省
第
五
・
六
合
併
腕
、
一
九
六
七
年
〉
。

@

木
村
正
雄
氏
は
そ
の
著
書
『
中
園
古
代
帝
園
の
形
成
1

特
に
そ
の
成
立

の
基
礎
篠
件
|
』
(
不
味
堂
書
底
、
一
九
六
五
年
)
の
中
で
、
「
秦
の
始

皇
帝
時
代
な
ど
に
、
滋
減
さ
え
行
え
ば
幽
曜
か
な
生
産
の
行
わ
れ
る
こ
の
地

匿
に
、
由
同
汎
な
公
団
が
あ
り
、
そ
れ
を
つ
か
さ
ど
る
田
官
が
あ
っ
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
」
(
三

O
九
頁
〉
と
、
新
開
地
の
公
田
俵
作
問
題

か
ら
、
奏
代
に
お
け
る
白
官
の
存
在
を
推
定
し
て
い
る
。

⑪

『
漢
書
』
刑
法
志
に
武
帝
時
代
の
こ
と
と
し
て
「
律
令
凡
三
百
五
十
九

章
、
大
勝
四
百
九
係
、
千
八
百
八
十
二
事
、
死
罪
決
事
比
、
世
間
三
千
四
百

七
十
二
事
、
文
書
盈
於
凡
閣
、
典
者
不
能
循
幡
、
是
以
郡
園
承
用
者
駁
、

或
罪
同
而
論
異
、
姦
吏
因
縁
潟
市
」
と
あ
り
、
秦
代
の
治
獄
の
吏
の
不
正

も
こ
う
し
た
こ
と
が
原
因
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

叉
後
以
大
父
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⑪

池

田

紘

一
「
漢
代
に
お
け
る
堅
と
自
然
村
と
に
つ
い
て
」
(
『東
方
率
』

第
三
十
八
瞬
、
一
九
六
九
年
)
。

⑫
漢
代
の
少
年
に

つ
い
て
は
増
淵
龍
夫
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
(
「
漢

に
お
け
る
民
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
朝
日
俗
」
、
『
中
園
古
代
の
枇
曾
と
園

家
』
弘
文
堂
、

一
九
六

O
年
所
牧
〉
。

⑬
『
漢
書
』
司
馬
遜
侍
の
張
安
注
に
「
遷
俊
之
後
、
亡
景
紀
・
武
紀
・
種

書

・
州問書

・
丘
(虫臼

・
漢
輿
以
来
将
相
年
表
・
日
者
列
停
・
三
王
位
家
・
勉

策
列
停

・
畑
町
新
列
賄
問
、
元
成
之
間
待
先
生
補
飲
、
作
武
帝
紀

・
三
王
世
家

・
勉
策
・
日
者
加
問
、
言
蜘
附
都
附
、
非
遜
木
意
」
と
あ
る
。

⑬
『
資
治
通
鑑
』
谷

一
九
も
太
初
三
年
と
し
て
い
る
。

⑬
日
比
野
丈
夫
「
河
西
四
郡
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
慰
報
創
立
二
十

五
周
年
記
念
論
文
集
』

一
九
五
四
年
)
、
同
「
漢
の
西
方
遊
展
と
雨
闘
開

設
の
時
期
に
つ
い
て
」

(
『
東
方
感
報
』
京
都
第
二
十
七
冊
、
一
九
五
七

年〉。

⑮
演
旦
皐
園
氏
前
掲
論
文
。
如
淳
の
説
は
『
漢
書
』
昭
'
村
紀
、
元
鳳
四
年

春
正
月
の
僚
の
顔
師
古
注
に
引
か
れ
て
い
る
。

⑫

西
嶋
定
生
氏
前
掲
書
。

⑬
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
大
庭
筒
氏
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
。
前

掲
論
文
。

⑬

『
漢
書
』
食
貨
志
に
「
士
農
工
商
四
人
有
業
、
撃
以
居
位
臼
士
、
闘
土

殖
穀
日
山
氏
、
作
巧
成
器
回
工
、
通
財
務
貨
日
商
、
聖
王
量
能
授
事
、
四
民

陳
力
受
職
、
胡
朝
亡
腹
官
、
邑
亡
数
民
、
地
亡
畷
土
」
と
あ
る
。

@
羅
線
四
時
「
古
代
経
開
史
之
本
農
末
商
説
」
(
『
管
子
探
源
』
一
九
一一一一年

所
枚
〉
。

@
仁
井
田
陸
『
中
閣
の
農
村
家
族
」
東
京
大
田
宇
出
版
倉
、
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一
九
五
二
年
、

一
八
O
頁。

②
賛
培
で
は
な
い
が
、
『
漢
書
』
径
六
四
巌
助
停
に
引
く
賀
子
の
如
淳
注

に
、
「
准
南
俗
、

資
子
興
人
作
奴
刻
、
名
篤
資
子
、
三
年
不
能
殿
、
途
震

奴
稗
」
と
あ
り
、
借
財
返
済
期
間
中
は
奴
稗
で
は
な
い
か
ら
、
類
推
し
て

資
埼
も
奴
紳
と
か
債
奴
と
す
る
の
は
不
適
笛
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

③

滋
賀
秀
一
一
一
『
中
園
家
族
法
の
原
理
』
創
文
紅
、

一
九
六
七
年
、
二
一

O

-
二
四
頁
ω

承
絡
の
定
義
は
滋
賀
氏
の
規
定
に
従
っ
た
。

⑫
資
促
哨
の
形
態
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
元
時
代
の
『
吏
謬
指
南
』
親

姻
の
係
に
は
「

一
日
養
老
、
謂
終
於
妻
家
、
安
活
者
、
二
日
年
限
、
謂
約

以
年
限
、
奥
婦
腕
宗
者
、
三
日
出
合
、
謂
興
委
家
析
居
者
、
四
日
院
宗
、

謂
年
限
己
満
、
或
妻
亡
弁
離
異
、
蹄
宗
者
。
」
(
京
大
東
洋
史
研
究
曾
叢
刊

第
四
、
一
九
五
一
年
に
よ
る
〉
と
四
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
中
で

養
老
を
除
い
て
は
結
局
質
靖
は
婦
家
か
ら
濁
立
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

な
お
資
婿
が
婦
家
に
寄
生
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は

な
か
っ
た
と
み
え
、
最
近
湖
北
省
雲
夢
腫
虎
地
十
一
披
秦
墓
か
ら
出
土
し

た
竹
筒
「
鏑
吏
之
道
」
(
雲
夢
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
「
雲
夢
秦
簡
蜘
伸
文

付」
、
『文
物
』
一
九
七
六
年
第
六
期
)
に
引
か
れ
た
貌
の
奔
命
律
に
「
・
:

:
霞
門
逆
閥
(
依
)
、
資
婿
后
父
、
或
街
(
率
〉
民
不
作
、
不
治
家
屋
、

寡
人
弗
欲
、
且
殺
之
、
不
忍
其
宗
放
昆
弟
、
今
遺
従
軍
、
将
軍
勿
仰
視
:
・

」
と
、
労
働
意
欲
を
倣
く
資
埼
な
ど
を
微
震
し
て
従
軍
さ
せ
る
規
{
尽
か

見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
記
事
で
あ
り
、
田
昌
五
氏
は
、

資
婿
な
ど
を
徴
殺
す
る
秦
の
遮
成
は
、
こ
の
裂
の
奔
命
律
に
な
ら
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
(
「
秦
園
法
家
路
線
的
凱
歌
|
讃
雲
夢
出
土
秦

簡
札
記
|
」
、
前
倒
間
『
文
物
』
所
牧
)
。

②
加
藤
繁
「
漢
代
に
於
け
る
園
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
直
別
並
に
帝
室
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財
政
一
斑
」
〈
『
支
那
経
済
史
考
登
』
上
容
、
東
洋
文
庫
、

牧〉。

②
卒
中
苓
次
「
漢
の
武
帝
の
算
編
銭
」
(
『
中
園
古
代
の
田
制
と
税
法
』
東

洋
史
研
究
曾
、
一
九
六
七
年
所
収
)
。

②
『
漢
書
』
景
帝
紀
後
二
年
五
月
の
詔
の
「
有
市
籍
不
得
宣
」
の
玉
初
注

に
「
賀
人
有
財
不
得
篤
吏
L

と
あ
る
。

⑧

美

川

修

一
「
漢
代
の
市
籍
に
つ
い
て
」
(
『
古
代
容
』
第
十
五
省
第
三

鋭
、
一
九
六
九
年
)
。

③
こ
の
兵
法
上
の
禁
忌
は
、
『
呂
氏
春
秩
』
仲
秋
紀
第
八
筒
選
篇
に
「
世

有
言
目
、
短
市
人
而
戟
之
、
可
以
勝
人
之
厚
様
数
卒
」
と
あ
り
、
ま
た

『
漢
書
』
省
三
四
韓
信
停
に
も
韓
信
の
言
と
し
て
、
兵
法
上
市
人
を
駆
り

出
し
て
戟
わ
せ
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
す
る
記
事
が
見
え
る
。

③

美

川
氏
は
前
掲
論
文
中
で
、
こ
の
「
市
井
之
子
孫
」
を
「
市
人
」
と
し

て
い
る
が
、
子
孫
の
語
を
生
か
す
な
ら
七
科
講
の
六
・
七
番
目
の
人
々
と

し
た
方
、
か
意
味
が
よ
く
通
じ
る
。

@
西
嶋
定
生
氏
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。

一
九
五
二
年
所
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③
『
漢
書
』
各
四
九
電
錯
停
に
「
臣
閥
、
古
之
徒
遠
方
以
賞
廃
虚
也
、
相

其
陰
陽
之
和
、
嘗
其
水
泉
之
味
、
審
其
土
地
之
玄
、
槻
其
腎
木
之
鏡
、
然

後
営
邑
立
城
、
製
里
割
宅
、
通
田
作
之
道
、
正
肝
陪
之
界
、
先
借
同
築
室
、

家
有
一
堂
二
内
、
門
戸
之
問
、

置
器
物
湾
、
民
至
有
所
居
、
作
有
所
用
、

此
民
所
以
礎
去
故
郷
而
勧
之
新
邑
。
L

と
あ
る
。

③
尾
形
勇
氏
は
、
桑
弘
羊
の
上
奏
中
の
屯
田
策

(『
漢
書
』
轡
九
六
西
域

停
下
〉
や
越
充
図
の
屯
田
(
問
、
昌
也
六
九
越
充
園
侍
)
を
分
析
し
て
、
屯

田
の
二
段
階
性
を
考
察
し
て
お
ら
れ
る
(
「
秦
漢
屯
田
制
の
一
考
察
|
特

に
武
帝

・
昭
帝
期
を
中
心
に

l
」
、
『
史
皐
雑
誌
』
第
七
十
二
篇
第
四
放
、

一
九
六
三
年
)
。

⑧
こ
の
官
僚
の
性
格
愛
化
に
つ
い
て
は
、
永
田
英
正
「
漢
代
の
選
穆
と
官

僚
階
級
」
(
『
東
方
摩
報
』
京
都
第
四
十

一
冊
、
一
九
七

O
年
)
を
参
照
。
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〈
備
考
〉
本
論
文
は
、
一
九
七
七
年
度
文
部
省
科
事
研
究
費
総
合
研
究
叫

「中
図
前
近
代
枇
曾
の
枇
曾

・
文
化
の
地
域
的
研
究
」
に
よ
る
分

鎗
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



On the che-shu謎戌and che-min 謎民in the Ch'in秦and

　　　　　　　　　　　

Ｈａｎ漢Dynasties

Tａｋｅｓhi Watａbｅ

　　　

In the Ch'in and Han eras men were forceably transported for border

defense and border land reclamation. They　were called ｃｈｅ-ｍｉｎand

usually were charged with severe　tasks exceeding the ordinary annuaJi

military duties of commoners.　Conscription of che･■min was limited under

Ch'in Shih-huang秦始皇and Han Ｗｕ-ｔｉ漢武帝. Under Ch'in Shih･

huang, the principal objective of che-ｍｉｎconscription (ｃｈｅ一shu)was the

maintenance of the.　ｃｈｕｎ-hｓｉｅｎ郡豚systemwhich had been set up in the

border regions.　Those who were classified aｓｃｈｅ-miれhad failings on

their record and were prohibited from holding public office. With the

fall of the Ch'in, che-niinwas stopped for ａ time, but was revived with

Han χVu-ti's second campaign against the state of Ta-wan大宛. The

ｃｈｅ-ｍｉｎ　ａtthis time were called ｃｈ’i-ｋ'ｅ･ｃｈｅ七科謎andwere characterized

by the new addition of refugees into their ranks.　The reason　that

refugees came to be placed among them　was because　of　the rise of

large-scale migrations due to natural disasters. The social position of

people stigmatized at ｃｈｅ-niinwas unstable but this opens up the major

problem of ｈｏ゛ to understand the systems forｌｉａｎｇ-ｍｉｎ良民andｃｈｉｅｎ-

,7z加賤民in ancient China.
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